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　使用用途は平面駐車場（コインパーキングを含む。）のみとします。対象地の地下には、地下
埋設物及び支障物件位置図のとおり、大阪府及び東大阪市が設置した下水道管(ボックスカル
バート）が埋設されているため、上載荷重は1.0ｔ/㎡までにしてください。平面駐車場に付帯する
簡易な工作物等を設置する場合は、大阪府東部流域下水道事務所及び東大阪市と協議してく
ださい。
（お問い合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ 　電話 06-6784-3728
東大阪市上下水道局　下水道部　維持管理課　　電話 06-4309-3254

　対象地への車両等の出入りについては、東大阪市及び大阪府布施警察署と協議し許可を得
てください。
なお、車両等の出入口は、既存の門扉を現状のまま使用が可能ですが、施設の変更をする場
合は、大阪府東部流域下水道事務所と協議してください。また、門扉の維持管理については、
使用者で行ってください。なお、施設の変更に要する費用は全て使用者の負担となります。ま
た、既存の門扉の形状変更等を行った場合は、使用期間満了時には原状回復をしてください。
（おい問合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ　 電話 06-6784-3728
東大阪市　建設局　土木部　道路管理室　　電話 06-4309-3219
大阪府布施警察署　交通課　　電話06-6727-1234

　対象地北側にカーポート（幅約19.8ｍ、奥行約5.9ｍ、高さ約2.5ｍ）があります。既存カーポー
トの撤去や形状変更等については、大阪府東部流域下水道事務所と協議してください。なお、
それらの整備等に要する費用は全て使用者の負担になります。既存のカーポートを撤去する
場合は、カーポートに設置されている照明装置４個所と分電盤についても、あわせて撤去してく
ださい。分電盤の撤去の際は、事前に大阪府東部流域下水道事務所により分電盤に接続され
ている電線を切断します。既存のカーポートを撤去した場合については、使用期間満了時に原
状回復を行う必要はありません。
（お問い合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ　　電話06-6784-3728

　既存カーポートについている照明装置４箇所を使用する場合は、使用者により新たに電気の
引き込みを行ってください。
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物 件 明 細
物件番号 所在地

（住居表示）
東大阪市川俣三丁目６７番１の一部
（東大阪市川俣三丁目４番）

地目 雑種地
交通
機関

大阪メトロ中央線高井田駅
JRおおさか東線高井田中央駅

北東約 700ｍ

最 　低
使用料
（年額）

3,068,400 円/年
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　土地の概要 　特記事項

引込管

有

引込管

東大阪市上下水道局下水道部排水設備課
06-4309-3249

・特定都市河川浸水被害対策法

無

引込線

大阪ガス（株）　導管情報センター
06-6202-2141

東大阪市上下水道局水道施設部施設整備課
06-6724-1221（代）

無

対象地周辺 対象地内

面　　積

無
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　土地利用に関する隣接土地所有者、近隣住民及び関係機関等との調整は、全て使用者にお
いて行ってください。

　対象地周辺の府所有地についても、対象地と同様に良好な管理を行ってください。

　使用期間満了時には、設置したネットフェンス及び工作物等を撤去し、原状回復をしてくださ
い。ただし、原状回復の必要がないものとして本府の承認を得た場合は、この限りではありませ
ん。

　対象地南側にはマンホールが１か所設けられており、地下には大阪府の下水道管
が埋設されています。通常マンホールを開閉することはありませんが、施設の管理上
止むを得ず大阪府の職員又は大阪府の受注業者が立ち入る場合は、事前に協議し
ますので、マンホールの開閉時に支障となる車両の移動については、事業者の負担
で行ってください。マンホールを開閉するにあたり支障となるフェンスは、大阪府で撤
去し、作業が終了次第、復旧します。また。フェンス復旧までの立入防止措置は大阪
府が行います。

　対象地の実地調査等を行うため、大阪府職員又は大阪府の受注業者が対象地に
立ち入ることがあります。また、上記の者による実地調査等で対象地にある施設が支
障となる場合は、施設の撤去または移動をお願いします。なお、撤去又は移動等に必
要な費用等については、全て使用者の負担となります。

　電気の引込みについては、大阪府東部流域下水道事務所及び関西電力送配電株
式会社と協議してください。また、電気の引込みに伴う協議及び費用等の一切の件に
ついては、全て使用者において行ってください。
（お問い合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ　　電話 06-6784-3728
関西電力送配電コンタクトセンター　　電話 0800-777-3081

　排水が生じる利用をする場合は、道路及びポンプ場側へは流さないでください。既
設集水桝を利用する場合は事前に大阪府東部流域下水道事務所と協議してくださ
い。新たな排水施設を設ける場合の排水等の処理については、東大阪市と協議して
下さい。
（お問い合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ　　電話 06-6784-3728
東大阪市　上下水道局　下水道部　排水設備課　　電話 06-4309-3249

　対象地南側には水銀灯柱がありますが、使用はできません。水銀灯柱を撤去する
場合は、大阪府東部流域下水道事務所と協議してください。なお、撤去に要する費用
は全て使用者の負担となります。水銀灯柱を撤去した場合、使用期間満了時に原状
回復を行う必要はありません。
（お問い合わせ先）
大阪府東部流域下水道事務所　維持管理課　管理グループ　　電話 06-6784-3728

　対象地とポンプ場管理用地はネットフェンス等で仕切り、管理用地に出入りができな
いようにしてください（既存カーポートを利用する場合はカーポート北側を除く）。

　　特　記　事　項



（１）位置図　(物件番号：第１号）
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（２）平面図　（物件番号：第 １号）

　貸付平面図
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（３）丈量図　（物件番号：第１号）

　丈量図

大　　阪　　府
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作成年月日 令和2年1月15日

事 業 者 名
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（４）地下埋設物及び支障物件位置図　（物件番号：第１号）
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①弱電引込

②水銀灯柱

　 ③排水管

　 ④カーポート

⑤マンホール

⑥分電盤
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(3600mm×3600mm ２連)

地下約3.2m

地下約2.8m

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（1300mm×1300mm)

地下約6.0m

地下約3.0m

図面が古いため、地下埋設物の正確な位置、

深さについては試掘等で確認のことで確認の事
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